
令 和 8 年 2 月 

新 潟 縣 信 用 組 合 

各 位 

 

 

 

令和8年1月21日からの大雪による災害等にかかる 

相談窓口の設置のお知らせ 

 

 

令和8年1月21日からの大雪に係る災害等で被害を受けられた皆さまには、謹んでお見舞い

申し上げます。 

当組合では、このたびの大雪により、災害救助法が適用された地域において被災された皆さ

まに対する新規融資の相談や既往融資の返済等についての相談を受けるための専用窓口を下

記のとおり設置しましたので、お知らせいたします。 

 

 

記  

 

１．設置日  

     令和8年2月3日（火） 

 

２．設置店舗  

融資業務取扱店舗  32店舗  

 

３．相談受付時間  

  平日午前9時から午後5時まで 

 

４．受付方法  

午後3時以降は予約制となりますので、ご相談を希望されるお客さまは、  

取引店舗へ事前にお電話でのご予約をお願いいたします。 

 

 

以   上  

 

 


